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連結子会社の新設分割及び新設会社の株式譲渡並びに 
連結子会社の商号変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月31日を効力発生日として、連結子会社である株式会社

田中金属製作所（以下、「田中金属製作所」）の真鍮部品・金属切削加工事業（以下、「金属加工事業」）

を会社分割（新設分割）（以下、「本新設分割」）により新設会社に承継させた上で、新設会社の株式を前

社長である田中和広氏に譲渡することとし、分割会社である田中金属製作所の定款の一部を変更して「株式

会社ＴＫＳ」（以下、「ＴＫＳ」）に商号変更することを当社取締役会及び田中金属製作所の取締役会にお

きまして決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．会社分割及び株式譲渡の目的 

田中金属製作所は、ウルトラファインバブル技術製品等の開発・製造・販売事業（以下、「シャワー

ヘッド事業」）と金属加工事業を中心とした事業を展開しておりますが、同社の事業単位の状況を鑑み

ると、シャワーヘッド事業においては競争激化による受注の落ち込み等の課題があり、金属加工事業に

おきましては、原材料の高騰等の課題があります。各々が独立することにより、スピーディに課題解決

に取り組め、経営の効率性が高いと判断いたしました。また、金属加工事業におきましては、その特性

上、人材の更なる技術力の向上に特化した独自経営を目指すことが事業の成長に向けて最も効率的であ

ることから、2023年3月31日付にて本新設分割を行い、新設会社が金属加工事業を承継した上で、新設会

社の株式の全てを買主である田中和広氏に譲渡することといたしました。 

また、買主である田中和広氏は、田中金属製作所の前社長でもあり、創業当時から続く金属加工事業

への理解が深く、長年にわたる事業運営のノウハウを活かして金属加工事業の能力を最大限に引き出す

ことが可能であるため、新設会社の株式の譲渡先として合理性があると判断いたしました。 

 

２．商号変更 

新設会社及び分割会社である田中金属製作所の今後の事業展開に鑑みて、本新設分割の効力発生日と

同日付けで、分割会社である田中金属製作所の商号を変更することといたしました。 

なお、当該商号変更は、2023年3月30日開催予定の臨時株主総会において、｢定款一部変更の件｣が承認

されること及び本新設分割の効力が発生することを条件として実施する予定です。 



 

新商号 株式会社ＴＫＳ 

変更日 2023年3月31日 

なお、本新設分割により設立される新設会社の商号を田中金属製作所とする予定です。 

 

３．会社分割及び株式譲渡の要旨 

（1）分割の日程 

新設分割計画及び株式譲渡契約の承認の取締役会決議（当社） 2023 年 2 月 28 日 

新設分割計画及び株式譲渡契約の承認の取締役会決議（田中金属製作所） 2023 年 2 月 28 日 

株式譲渡契約締結日 2023 年 2 月 28 日 

分割会社株主総会決議 2023 年 3 月 30 日（予定） 

会社分割の効力発生日 2023 年 3 月 31 日（予定） 

株式譲渡の効力発生日 2023 年 3 月 31 日（予定） 

(2) 会社分割の方式 

田中金属製作所（新商号：ＴＫＳ）を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割です。 

(3) 会社分割に係る割当の内容 

新設会社は本新設分割に際して普通株式 100 株を発行し、その全てを分割会社である田中金属製

作所（新商号：ＴＫＳ）に割当交付いたします。分割会社は、本新設分割の効力発生日と同日付

けで、当該株式の全てを田中和広氏に譲渡いたします。 

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

(5) 会社分割により増減する資本金 

本新設分割による田中金属製作所（新商号：ＴＫＳ）の資本金の増減はありません。 

(6) 新設会社が継承する権利義務 

新設会社は、新設分割計画書に定める範囲において、効力発生日における金属加工事業に属する

資産、負債（債務）、労働契約、契約上の地位その他権利義務を継承します。 

(7) 債務履行の見込み 

新設会社は、本新設分割において負担すべき債務について履行の見込みがあるものと判断してお

ります。なお、田中金属製作所（新商号：ＴＫＳ）は、新設会社が承継する一切の債務につき重

畳的債務引受をいたします。 

 

  



 

４．本新設分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（2023 年 2月 28 日時点） 

新設会社 

（2023 年 2月 28 日時点の予定） 

(1)商号 

株式会社田中金属製作所（分割会社） 

（本新設分割の効力発生後、 

株式会社ＴＫＳに商号変更予定） 

株式会社田中金属製作所（承継会社） 

(2)所在地 

岐阜県山県市日永１０７９番地 

（本新設分割の効力発生後、岐阜県岐阜

市木ノ下町２丁目４番地に移転予定） 

岐阜県山県市日永１０７９番地 

(3)代表者 岩永信幸 田中芳幸 

(4)設立年月日 1994 年 4 月 8 日 2023 年 3 月 31 日 

(5)事業内容 節水器具の製造販売等 水洗バルブ等の金属加工 

(6)資本金 10,000 千円 3,000 千円 

(7)発行済み株式数 200 株 100 株 

(8)決算期 1 月末日 1 月末日 

(9)株主構成 

当社 100％ （設立時） 

株式会社ＴＫＳ100％ 

（株式譲渡後） 

田中和広 100％ 

(10)上場会社と 

当該会社との関係 

（資本関係） 

当社 100％出資子会社であります。 

（資本関係） 

本新設分割の効力発生日に分割会社が

新設会社の株式 100％を保有しますが、

同日付けで当該株式の全てを田中和広

氏に譲渡いたします。 

（人的関係） 

当社の取締役である高畑則雄、千本松重

雄、従業員である岩永信幸が当該会社の

取締役（岩永信幸は代表取締役社長）を

兼務しております。また、当社の従業員

である簑原備が当該会社の監査役を兼

務しております。 

（人的関係） 

該当事項はありません。 

（取引関係） 

当社が販売する商材の仕入れを行って

おります。 

（取引関係） 

該当事項はありません。 

（関連当事者への該当事項） 

上記の資本関係、人的関係、取引関係に

より、当該会社は関連当事者に該当致し

ます。 

（関連当事者への該当事項） 

該当事項はありません。 

 

  



 

５．分割会社の直前事業年度の財務状態及び経営成績 

（単位：千円） 

項目 2022 年 1 月期 

純資産 1,155,878 

総資産 1,657,702 

一株当たり純資産 5,779 

売上高 2,127,214 

営業利益 816,143 

経常利益 913,373 

当期純利益 613,299 

一株当たり当期純利益 3,066 

 

 

６．分割後の当事会社の状況 

本会社分割後の分割会社及び新設会社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に

ついては、「４．本会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。 

 

７．分割する事業部門の概要 

(1) 分割する部門の事業内容 

金属加工事業 

(2) 分割する部門の経営成績（2022 年 8 月末現在（7ヵ月）） 

売上高  142,225 千円 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（2022 年 8月末現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

流動資産 81,772 流動負債 17,337 

固定資産 71,890 固定負債 1,349 

合計 153,662 合計 18,687 

 

８．株式譲渡の相手先の概要 

(1) 氏名 

田中和広  

(2) 住所 

岐阜県岐阜市 

(3) 上場会社との関係 

株式譲渡先である田中和広氏との関係において、資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者に該

当する事項はありません。 

 

９．譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 100 株（議決権の数：100 個、議決権所有割合：100％） 

(2) 譲渡株式数 100 株（議決権の数：100 個、議決権所有割合：100％） 

(3) 異動後の所有株式数 0 株（議決権の数：0個、議決権所有割合：0％） 

※譲渡価格は、第三者算定機関による事業価値評価算定をもとに、相手方と協議の上決定したもので

あり、当社取締役会において公正かつ妥当と判断しております。なお、譲渡価格については、相手方

の意向を踏まえ秘密保持契約により記載しておりません。 

 

１０．今後の見通し 

本新設分割及び上記の株式譲渡が当社連結業績に与える影響については、現在精査中です。今後、公

表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以  上 


